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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【公表番号】特表2003-518206(P2003-518206A)
【公表日】平成15年6月3日(2003.6.3)
【出願番号】特願2001-546995(P2001-546995)
【国際特許分類】
   Ｄ０４Ｈ   3/16     (2006.01)
   Ｄ０１Ｄ   5/098    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｈ   3/16    　　　　
   Ｄ０１Ｄ   5/098   　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年9月15日(2010.9.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　実質的に連続した熔融紡糸繊維の不織布シートの製造法において、該
製造法は
　固有粘度が０．６２ｄｌ／ｇよりも低いポリ（エチレンテレフタレート）を少なくとも
３０重量％含む熔融紡糸可能な重合体を紡糸ブロックの多数の毛管の孔を通して押出して
実質的に連続した繊維のフィラメントをつくり、
　該押出された繊維のフィラメントを該繊維のフィラメントに延伸張力を与えるように延
伸ジェットの中に供給することにより該押出された繊維のフィラメントを延伸し、ここで
該延伸ジェットは繊維の入口、フィラメントが進行する方向にフィラメントを空気ジェッ
トによって引張る繊維の通路、および延伸ジェットから延伸されたフィラメントが取り出
される繊維の出口を含むものを使用し、
　延伸された繊維のフィラメントを実質的に連続した繊維のフィラメントとして延伸ジェ
ットの繊維の出口から下方へ少なくとも６０００ｍ／分の速度で取り出し、
　延伸ジェットの繊維の出口から取り出された平均の断面積が９０μ2以下の繊維のフィ
ラメントを捕集面の上に層状に重ね、
　該繊維のフィラメントを一緒に接合して不織布シートをつくる工程から成り、この際該
不織布シートは坪量が１２５ｇ／ｍ2より少なく、該不織布シートは機械方向および交叉
方向を有し、また該不織布シートは機械方向および交叉方向の両方においてグラブ引張り
強さがＡＳＴＭ　Ｄ５０３４に従って測定し坪量に対して正規化した場合少なくとも０．
７Ｎ／（ｇ／ｍ2）であることを特徴とする方法。
　　【請求項２】　該不織布シートの繊維のフィラメントの少なくとも７５重量％は固有
粘度が０．６２ｄｌ／ｇよりも低い該ポリ（エチレンテレフタレート）を主成分として含
んでいることを特徴とする請求項１記載の方法。
　　【請求項３】　該ポリ（エチレンテレフタレート）の固有粘度は０．４０～０．６０
ｄｌ／ｇの範囲であることを特徴とする請求項２記載の方法。
　　【請求項４】　該ポリ（エチレンテレフタレート）の固有粘度は０．４５～０．５８
ｄｌ／ｇの範囲であることを特徴とする請求項３記載の方法。
　　【請求項５】　該不織布シートの繊維のフィラメントは変動係数によって測定された
平均のデニールの変動度が２５％よりも大きいことを特徴とする請求項１記載の方法。
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　　【請求項６】　シートのボイル・オフ収縮は５％よりも小さいことを特徴とする請求
項２記載の方法。
　　【請求項７】　固有粘度が０．６２ｄｌ／ｇよりも低い該ポリ（エチレンテレフタレ
ート）を主成分として含んでいる該不織布シートのフィラメントの少なくとも７５重量％
はボイル・オフ収縮が５％よりも小さいことを特徴とする請求項２記載の方法。
　　【請求項８】　延伸された繊維のフィラメントは少なくとも７０００ｍ／分の速度で
延伸ジェットの繊維の出口から下方へ取り出される請求項１記載の方法。
　　【請求項９】　延伸された繊維のフィラメントは少なくとも８０００ｍ／分の速度で
延伸ジェットの繊維の出口から下方へ取り出される請求項１記載の方法。
　　【請求項１０】　該延伸ジェットの繊維の入口は該紡糸ブロックの該毛管の孔から少
なくとも３０ｃｍの距離だけ離されていることを特徴とする請求項１記載の方法。
　　【請求項１１】　繊維のフィラメントが該紡糸ブロックの毛管の孔から延伸ジェット
の繊維の入口へと通過する際５～２５℃の範囲の温度の急冷用の空気流によって繊維のフ
ィラメントを急冷することを特徴とする請求項１０記載の方法。
　　【請求項１２】　延伸ジェットの繊維の出口から取り出される繊維のフィラメントは
、繊維が延伸ジェットの繊維の出口から取り出される方向に対して平行な方向に延びた延
長板によって案内されることを特徴とする請求項１記載の方法。
　　【請求項１３】　固有粘度が０．６２ｄｌ／ｇより低いポリ（エチレンテレフタレー
ト）を少なくとも３０重量％含む熔融紡糸された実質的に連続した繊維（Ａ）を少なくと
も７５重量％含有する不織布シートにおいて、該繊維の平均の断面積は９０μ2以下であ
り、該不織布シートは坪量が１２５ｇ／ｍ2よりも少なく、該不織布シートは機械方向お
よび交叉方向を有し、また該不織布シートは機械方向および交叉方向の両方においてグラ
ブ引張り強さがＡＳＴＭ　Ｄ５０３４に従って測定し坪量に対して正規化した場合少なく
とも０．７Ｎ／（ｇ／ｍ2）であることを特徴とする不織布シート。
　　【請求項１４】　該繊維（Ａ）は固有粘度が０．６２ｄｌ／ｇよりも低い該ポリ（エ
チレンテレフタレート）を主成分として含んでいることを特徴とする請求項１３記載の不
織布シート。
　　【請求項１５】　該ポリ（エチレンテレフタレート）の固有粘度は０．４０～０．６
０ｄｌ／ｇの範囲であることを特徴とする請求項１４記載のシート。
　　【請求項１６】　該ポリ（エチレンテレフタレート）の固有粘度は０．４５～０．５
８ｄｌ／ｇの範囲であることを特徴とする請求項１５記載のシート。
　　【請求項１７】　該繊維（Ａ）のフィラメントは変動係数によって測定された平均の
デニールの変動度が２５％よりも大きいことを特徴とする請求項１３記載のシート。
　　【請求項１８】　シートのボイル・オフ収縮は５％よりも小さいことを特徴とする請
求項１３記載のシート。
　　【請求項１９】　該繊維（Ａ）のボイル・オフ収縮は５％よりも小さいことを特徴と
する請求項１３記載のシート。
　　【請求項２０】　該繊維（Ａ）は多成分繊維であり、その一成分が該ポリ（エチレン
テレフタレート）であることを特徴とする請求項１３記載のシート。
　　【請求項２１】　該繊維（Ａ）の一成分はポリエチレンであることを特徴とする請求
項１３記載のシート。
　　【請求項２２】　請求項１３記載の不織布シートからつくられた拭き取り材料。
　　【請求項２３】　請求項１３記載の不織布シートから成る第１のシート層、および合
成重合体からメルトブローされた繊維から主として成る第２のシート層から構成され、該
第２のシート層は第１および第２の相対する側面をもち、該第２のシート層の第１の側面
は該第１のシート層に接合されていることを特徴とする複合シート。
　　【請求項２４】　請求項１３の不織布シートから成る第３のシート層を具備し、該第
２のシート層の第２の側面は該第３のシート層に接合されていることを特徴とする請求項
２３記載の複合シート。
【誤訳訂正２】



(3) JP 2003-518206 A5 2010.11.4

【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　本発明方法においては、延伸された繊維のフィラメントは７０００または８０００ｍ／
分の速度で延伸ジェットの繊維の出口から下方へ取り出される。該延伸ジェットの繊維の
入口は該紡糸ブロックの該毛管の孔から少なくとも３０ｃｍの距離だけ離され、繊維のフ
ィラメントが該紡糸ブロックの毛管の孔から延伸ジェットの繊維の入口へと通過する際５
～２５℃の範囲の温度の急冷用の空気流によって繊維のフィラメントを急冷することが好
ましい。また、延伸ジェットの繊維の出口から取り出される繊維のフィラメントは、繊維
が延伸ジェットの繊維の出口から取り出される方向に対して平行な方向に延びた延長板に
よって案内され、該繊維のフィラメントは該延長板の１ｃｍ以内の所を少なくとも５ｃｍ
の距離に亙って通過することが好適である。
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